
0

大野川水系河川整備計画の点検について

資料－1

平成２９年７月５日大分川・大野川学識者・懇談会資料
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■河川整備計画点検の流れ

（１）これまでの点検経過

（２）整備計画の概要

（３）社会情勢の変化

（４）河川整備の進捗・実施状況

（５）河川整備計画内容の点検
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河川整備の進捗・実施状況社会情勢の変化

（１） これまでの点検経過

河
川
整
備
の
実
施

平成２６年３月 大分川・大野川学識者懇談会設立

平成２６年度 河川整備計画の変更・事業評価（前回）

河川整備の進捗・実施状況社会情勢の変化

平成２７年度 事業進捗報告

平成２８年度 事業進捗報告

平成２９年度 河川整備計画内容の点検・事業評価（今回）

平成１２年１１月 大野川水系河川整備計画 策定
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整備計画の目標

（２）整備計画の概要 【整備計画の目標】

○本計画で定めた以下の治水・利水・環境に関する目標の達成に向け、河川整備を実施する。

治 水

◆平成5年9月洪水と同規模（概ね40年に1回の確率で発生
する洪水規模）の洪水を安全に流下させるため、目標流量
を基準地点白滝橋で9,500m3/sとする。

◆計画高潮位の高潮及び計画津波が河川外に流出することを防止

し、海岸における防御と一体となって浸水被害を防止する。

◆内水による浸水被害が著しい地域については、内水氾濫に
よる床上浸水等の被害の軽減を図る。

◆地震対策については、大規模な地震動が発生しても、河川
管理施設として必要な機能を確保します。

◆計画規模を超える洪水等の発生や整備途上において施設能
力を超える洪水等が発生した場合においても、浸水被害の
最小化を図るための危機管理体制等の整備に努める。

利 水 環 境

整備目標の基準地点流量

凡例
■：基準地点
●：主要地点

◆河川水の利用に関しては、引き続き、河川環境
の保全及び河川水の安定した利用に努める。

◆流水の正常な機能を維持するため必要な流量に
ついては、白滝橋地点において概ね17m3/sを
目標とする。

◆渇水による被害の軽減に努める。

◆動植物の生息・生育・繁殖環境については、多様
な河川環境の保全又は創出に努める。

◆水質は、関係機関と連携し、その保全に努める。

◆河道掘削や護岸等の河川整備にあたっては、良好
な河川環境が保全又は創出されるよう努める。

◆景観については、大野川の有する良好な自然景観
の維持又は形成に努める。

◆人と河川の豊かなふれあいの場の確保は、適正か
つ安全・快適な河川利用がなされるよう努める。

（単位：m３/s）
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◆1時間降水量80mm以上の年間発生回数（1000地点あたり）

◆1時間降水量50mm以上の年間発生回数（1000地点あたり） 資料）気象庁資料より作成
・1時間降水量の年間発生回数
・全国約1300地点のアメダスより集計

（３）社会情勢の変化 【気象状況の変化】
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（３）社会情勢の変化 【災害の発生状況】

○近年、豪雨や台風等により、各地で甚大な被害が発生している。
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（３）社会情勢の変化 【水防災意識社会再構築ビジョン】

○関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川の
市町村（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組みを行う。

住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ
転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する「 危機管

理型ハード対策」を導 入し、平成32年度を目途に実施。

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のための
目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

排水門

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防
決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が
発生することが想定される区域

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック

家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾

濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく

示した ハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の促進
・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供
・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予

報等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、堤防の
かさ上げや浸透対策などを実施

＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時間を 少しでも
引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策の推進

・いわゆる粘り強い構造の堤防の整備

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護

（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

横断図

<ソフト対策>

<ハード対策>

主な対策
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（３）社会情勢の変化 【流域内の状況の変化】

○氾濫区域内や流域内人口及び世帯数は、近年やや増加傾向となっている。

○河川整備計画策定後、基準地点において河川整備計画を上回る洪水は発生していない。

氾濫区域内の人口・世帯数の変化
（出典：河川現況調査）

白滝橋基準地点の年最大流量

人口・世帯数の変化

年最大流量の変化

0%
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昭和51年 昭和62年 平成3年 平成9年 平成18年

凡 例

平成18年昭和51年

牧場

出典：国土数値情報 土地利用メッシュデータ

土地利用状況の変化

流域内の人口の変化
（出典：河川現況調査）
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（３）社会情勢の変化 【河川の利用状況】

①

大在コスモスまつり（平成18年～）

①

②③

琵琶の洲ウォーキング大会（平成22年～）

②

乙津川らぶりぃーウォーク（平成7年～）

③

④

豊の国たこあげ大会（昭和59年～）

④

⑤

親子川遊び体験フェスタ（平成20年～）

⑤

⑥

大野川合戦まつり（平成18年～）

⑥

乙津川水辺の楽校

環境学習（別保小） 環境学習（松岡小）

○河川空間を活用したイベントや小学校等との環境学習の場など継続的な利用が行われている。

河川の利用状況
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○当面実施する整備の内容（概ね5～7ヵ年）

・平成5年9月及び平成17年9月洪水にて浸水被害が発生した利光地区の築堤を実施する。

・水衝部等局所的な深掘れにより河川構造物へ影響がある区間の対策を実施する。

（４）河川整備の進捗・実施状況 【河川改修事業①】

大野川

整備
状況

②内水対策(宮谷地区)

・樋門 1基

みやたに

①堤防整備[築堤](利光地区)

・築堤
・樋門 3基

としみつ

⑤河床掘削等(丸亀地区)

・高水敷河道掘削
・樹木伐採

まるがめ

大 分 市

⑥河床低下対策

(志村1,2・種具・宮河内1地区)
しむら たねぐ みやかわうち

③河床低下対策

(鶴崎・大津留・宮河内2地区)
つるさき おおつる みやかわうち

④堤防耐震対策

(一の洲地区)

⑦堤防の質的対策

(国宗地区)
くにむね

⑦堤防の質的対策

(鶴瀬地区)
つるせ

いちのす

国道１０号
大野川

①堤防整備[築堤]
（利光地区）

④河床低下対策
（鶴崎地区）
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○平成5年9月及び平成17年9月洪水で度重なる浸水被害受けた大野川水系大野川（利光地区）の浸水被害を解
消するため、堤防整備（築堤）や支川流入口部へ樋門整備を実施している。

（４）河川整備の進捗・実施状況 【河川改修事業②】

①堤防整備

溢水

国道10号

事業箇所と浸水範囲(利光地区、平成5年9月出水)

平成17年9月浸水区域

事業箇所（利光地区）

事業箇所（利光地区）

10

大
南
大
橋

平成17年9月
出水状況

平常時 洪水時

国道10号

平成5年9月洪水

では8時間にもお

よぶ全面通行止め

現在の整備状況(平成29年5月上旬)

大
野
川
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○大野川の白滝橋より下流部においては、局所的に河床の深掘れが生じているため、河床低下が進行して
護岸や堤防が崩壊しないよう必要な対策を実施している。

（４）河川整備の進捗・実施状況 【河川改修事業③】

④河床低下対策

事業箇所(鶴崎地区)

鶴崎橋

大
野
川

乙
津
川

197

事業箇所
（鶴崎地区）

事業箇所
（鶴崎地区）

整備状況(平成29年5月)

河床低下対策(根固の投入)

水制工設置状況

大野川
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（４）河川整備の進捗・実施状況 【河川改修事業④】

○東北地方太平洋沖地震では、東北～関東地方の広範囲にわたり、2000箇所を越える河川堤防が被災した。

○これを受け、平成24年2月に「河川構造物の耐震性能照査指針」の通達があり、大野川においても堤防の

耐震性能照査を実施し、対策必要区間について対応を順次実施している。

○樋門･樋管の耐震性能照査については優先度を整理し、優先度の高いものから耐震対策を実施するとともに、
津波遡上区間では、ゲート操作の高速化・遠隔化による対策も順次実施している。

地震による堤体の変状

東北地方太平洋沖地震

（平成23年）

阿武隈川上流部

熊本地震

（平成28年）

緑川

⑤河川構造物の耐震対策と津波対策

平成23年6月 今後の津波防災対策の考え方を提言

中央防災会議専門調査会が「今後の津波防災等の基本的な考え
方について」提言

平成23年9月 東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防
の耐震対策の進め方

河川堤防耐震対策緊急検討委員会が「東日本大震災を踏まえた
今後の河川堤防の耐震対策の進め方について(報告書)」を公表

平成24年2月 河川構造物の耐震性能照査指針が通達

堤体の液状化、津波、地殻変動に伴う広地な地盤沈下の3項目
に対して記述を充実

平成28年4月 平成28年熊本地震発生

耐震対策状況

大野川左岸-1k４00付近
（一の洲地区）

耐震対策：液状化による堤防の沈下を抑制
するために固化剤を現地盤と
攪拌混合し改良を行っている。
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（４）河川整備の進捗・実施状況 【河川の維持管理】

○河道管理
・洪水時の流下能力確保や河川管理施設の維持管

理のため堆積土砂の撤去を実施。

○樹木管理
・河川管理上支障となる樹木については必要に応じ

て伐採を実施する。
◆河川巡視◆堤防点検のための除草

◆樹木管理

洪水時に支障となる河川内の樹木を河川環境に配慮しながら伐採

河道の維持管理 河川管理施設の維持管理

○堤防・護岸の維持管理
・堤防点検のための除草 ・平常時、洪水時の河川巡視
・堤防・護岸等の修繕

○樋門樋管、排水機場等の施設維持管理
・日常的な点検整備 ・老朽化施設の修繕

樋門樋管等を関係機関と合同で点検

◆水閘門等一斉点検 ◆堆積土砂撤去

樋門樋管等の操作に支障となる
河川内に堆積した土砂等を撤去
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鶴崎環境フォーラム 乙津川で遊ぼう

■よりよい河川環境を地域ぐるみで積極的に形成することを目的に、河川協力団体等と連携して、地域との
コミュニケーションを図っている。

◆河川協力団体（大野川水系）

（４）河川整備の進捗・実施状況 【地域との連携】

河川清掃

河川協力団体

○乙津川水辺の楽校協議会
（平成26年3月31日指定）

◆環境学習・水辺の自然活動等の支援

地域の住民や子ども達と川の学習や水生生物
調査・簡易水質調査等を行うことで、地域と
河川管理者が一緒になって、大野川を適切に
利用・管理する気運を高めている。
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大分川・大野川における大規模氾濫に関する減災のための取組方針（平成28年8月）

（４）河川整備の進捗・実施状況 【大規模氾濫に関する減災対策協議会①】

○「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、人口・資産の集積する大分市街部の減災対策についての取り組みとして、
平成28年6月に「大分川・大野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設置した。

○ 水害リスク情報の共有、防災意識の啓発、リアルタイム防災情報の共有、住民等への防災情報の周知など、関係機関等の
広域的な連携による「地域における総合的な防災力の向上」を推進していく。

防災訓練・避難訓練の実施 水防災に関する関係機関との連携 水防活動の実施（水防訓練）

各機関が実施
している

現状の取組
（ 抜 粋 ）

※大規模水害とは、「想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害」
※防災力の向上とは、「水害に強い街づくりと防災意識の高い自主防災組織の構築

◆５年間で達成すべき目標

産業・経済・人口の集積エリアを大規模水害から守るため、

「地域における総合的な防災力の向上」を目指す。

◆上記目標達成に向けた３本柱の取組

大分川・大野川では、近年大きな浸水被害が発生していないことから、住民の防災意識の低下が懸念される。関東・東北豪雨
や九州北部豪雨を超える水害が市街地等集積エリアを襲うことを想定し、「地域における総合的な防災力の向上」を目指して、
以下の取組を実施。

１．浸水被害を想定した、地域単位での防災教育・避難訓練・水防活動の取組

２．自治体の早期判断を助け、住民や企業等が避難行動や防災活動を自ら行えるような、きめ細やかな情報の提供

３．洪水に対する社会経済活動の安定性を高め、一刻も早い回復を可能とする機能の整備と排水対策の取組

第2回協議会（平成29年6月1日）
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（４）河川整備の進捗・実施状況 【大規模氾濫に関する減災対策協議会②】

○水防災意識を高める防災教育、避難訓練及び円滑な水防活動の支援を行う。

【協議会】
①河川協力団体等と連携した広報活動 、②学校における保護者、教員、子供が一体となった出前講座 、
③地域単位の防災訓練等への講師派遣、④自治会単位での堤防共同点検、⑤連携強化のための既存水防災会議の再編

【大分市、由布市】
⑥地域単位の避難訓練等でのハザードマップの活用、⑤各地域における避難所等の表示の推進、
⑦関係者の堤防点検結果の情報共有

◆河川協力団体等と連携した広報活動 ◆保護者、教員、子供が一体となった出前講座 ◆地域単位の防災訓練等への講師派遣

◆自治会単位での堤防の共同点検

イベントを利用した広報活動 出前講座による防災教育研修（大分地方気象台） 地域の防災訓練への講師の派遣

ハザードマップを用いた防災教育 （大分市）

◆既存水防災会議の再編

１．浸水被害を想定した、地域単位での防災教育・避難訓練・水防活動の取組

◆地域単位の避難訓練等でのﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの活用
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（４）河川整備の進捗・実施状況 【大規模氾濫に関する減災対策協議会③】

○避難行動を支援する防災情報の提供

①想定し得る最大規模の降雨による浸水想定の公表、②企業等との浸水リスク等の共有、

③簡易水位計や水位標、河川カメラ等の検討、整備、④要配慮者利用施設の管理者向け説明会の実施、

⑤避難勧告等発令判断支援班の設置、⑥自治体の避難勧告発令のための洪水対応訓練の強化

◆想定し得る最大規模の降雨による浸水想定の公表 ◆企業との浸水リスク等の共有 ◆簡易水位計の設置

大野川水系（平成29年3月公表） 大分臨海部の地震・津波対策検討WG 大野川皆春地区

◆避難勧告等発令判断支援班の設置

○市町村に対して避難勧告等の判断材料となる
防災気象情報の提供など、総合的に支援でき
る体制を整備。

○平成28年6月の由布市の避難準備情報の発令
（大雨）や、9月の大分市の避難準備情報の
発令（土砂災害等）などの支援を実施。

○支援班を活用して、洪水時における河川管理
者から市町村長への直接の情報提供（ホット
ライン）の構築についても検討を実施。

避難勧告等発令判断支援班の仕組み
（総務省資料より抜粋）

２．自治体の早期判断を助け、住民や企業等が避難行動や防災活動を自ら行えるような、きめ細やかな情報の提供

◆洪水対応訓練の強化

平成29年5月実施

◆要配慮者利用施設の管理者向け説明会の実施
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（４）河川整備の進捗・実施状況 【大規模氾濫に関する減災対策協議会④】

○パソコン、携帯電話による雨量・水位等の河川情報の提供（国土交通省ＨＰ「川の防災情報」）
○大分川・大野川についての河川情報の提供（大分河川国道事務所ＨＰ「川の情報」）
○水防法の一部改正により、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図の公表。

想定し得る最大規模の降雨による

大野川水系大野川・乙津川・判田川・立小野川洪水浸水想定区域

（平成29年3月29日指定）
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３．洪水に対する社会経済活動の安定性を高め、一刻も早い回復を可能とする機能の整備と排水対策の取組

（４）河川整備の進捗・実施状況 【大規模氾濫に関する減災対策協議会⑤】

○洪水を河川内で安全に流す対策
①流下能力対策（堤防整備・河道掘削等）、②堤防の質的対策（浸透、パイピング対策）、
③侵食・洗堀対策（河床低下対策）、④洪水調節施設

○危機管理型ハード対策
⑤堤防天端の保護、裏法尻の補強等

○発展する市街地における総合減災対策
⑥堤防決壊による水害リスク低減のための街づくりと一体となった堤防強化等の検討、整備
⑦堤防強化と一体となった、水防活動や一時避難も可能な防災拠点の検討、整備
⑧防災拠点等を連結する堤防天端の緊急輸送路、避難路等の活用検討、整備

流下能力対策 侵食・洗堀対策堤防の質的対策 洪水調節施設

（河道掘削） （水制工）（浸透対策）

◆洪水を河川内で安全に流す対策

◆危機管理型ハード型対策

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

◆発展する市街地における総合減災対策

学識ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞを交えた勉強会

○堤防決壊等による氾濫が発生した場合、
特に被害が甚大になると想定される区間
（特定区間）を対象に検討を進める。
※著しく発展している大分川下流左岸部等

○現在の市街化の状況（堤防背後地の開発状
況等）などを踏まえ、早期に実現可能な対
策から検討を進め、早期の水害リスクの低
減を図る。

○街づくりと一体となった検討とするため、
大分市都市計画等の関連計画と連携した
検討を進める。

（ダム建設）
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（５） 河川整備計画内容の点検 【結果】

平成26年12月 大野川水系河川整備計画 変更

平成29年7月 大野川水系河川整備計画 第１回点検 （今回）

河川整備の進捗・実施状況

社会情勢の変化

■関東・東北豪雨等による甚大な被害を踏まえ、水防災意識社会再構築の取り組み、
防災・減災に関するハード・ソフト一体となった対策等が求められている。

■流域内の人口・土地利用の大きな変化はみられない。

■河川空間を活用したイベントや小学校等との環境学習の場など継続的な利用が行われ
ている。

■河川改修事業を継続して実施中である。

■河川管理施設の適正な維持管理を実施中である。

■自然学習、河川情報の共有化等、関係機関と連携し地域とのコミュニケーションを推
進している。

■大規模氾濫に関する減災対策協議会を設置し、減災のための目標達成に向けた取り組
みを推進している。

【点検結果】
引き続き、現計画に基づき、河川整備を実施する

河
川
整
備
の
実
施


